
ヤングケアラーとは、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・
若者のことです。
病気や障がいのある家族や幼いきょうだいの世話をすることで、勉強や宿題をする時間が取れない、自
分の時間や友達と遊ぶ時間が取れないという状況は、こどもにとって大切な権利が保障されていると
は言えない状況です。

制作：豊田市こども・若者部 こども・若者政策課
発行年月日：令和7年（2025年）3月

メールでの相談は
こちらから

kowaka@city.toyota.aichi.jp

豊田市子ども条例啓発動画は

こちらから見られます。

とよた どうがけいはつじょうれいし こ

み

みんなで守ろうこどもの笑顔

って何だろう？こどもの権利

豊田市子ども条例４つの権利

みんなで大切なこどもの権利を守ろう！

～こどもの権利ってなんだろう？～

みんなでこどもの権利を守り、

こどもにやさしいまちを目指そう！

豊田市は、こどもの権利の侵害についての相談窓口として、子ど
もの権利相談室（こことよ）を置いています。こどもから話を聴
き、一緒に考え、解決を目指していきます。保護者からの相談も
受け付けています。

障がいや病気のある家族に代
わり、買い物・料理・掃除・洗
濯などの家事をしている

家族に代わり、幼いきょうだ
いの世話をしている

日本語が第一言語でない家族
や障がいのある家族のために
通訳をしている

相談窓口については
市HPからご確認ください

↓

みぢか
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豊田市は愛知県で１番最初に子ども条例を作ったまちです。

子ども条例は、こどもたちと一緒に話し合い、

こどもの意見を取り入れて作りました。

こどもの権利を守ろう！
豊田市子ども条例４つの権利

こどもに応じた指導や援助、
いじめの防止をする　など

・こどもの権利についての周知、啓発をする

・いじめ防止、虐待予防、居場所づくりに取り組む

・こどもの社会参加を促進する

　　　　　　　　　　　など

ぎゃくたい

こどもの意見を受け止め、
話し合いをする　など

・地域の中でこどもを見守る
・活動にこどもの意見を取り入れる　など

こども

こどもやその家族の
周りの人々

こ こ
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学校やPTA、地域団体向けに“子育てに関する相談や情報の意見交
換、家庭教育に関する知識を学ぶ機会”を提供する事業です。講師や
ファシリテーターの謝礼を市が負担します。家庭や仕事、子育てに追
われる保護者の皆さんが、思いを吐き出しあって「またこどもと向き合
おう」と思える場を作りたいと考えています。

子ども会議は、豊田市子
ども条例に基づき、まちづ
くりについてこどもの意
見を聴くために設置され
ています。小学５年生～高
校３年生の子ども委員が、
テーマについて体験活動や話し合いを行い、意見をまとめて提案をし
ます。

こども園、小学校、中学校にて、市が
独自に作成した子どもの権利学習プ
ログラムを使用し、こどもの権利に
関する授業を実施しています。プロ
グラムには、幼児版、小学生版（低学
年版、中学年版、高学年版）、中学生
版があり、自分の権利や他人の権利についての理解、こどもの自己肯
定感の向上を促進します。
また、こども向け以外にも教員向け（教員がこどもに授業を行う前にこどもの権利についての研修を受けます）
や交流館等での保護者・地域向けプログラムも行っています。

保護者・学校・地域向け

こども・教員・保護者・地域向け

こども向け

とよたこどもの権利フォーラム実行委員会

令和７年１月、豊田市は中部地方で初（全国で６番目）の
ユニセフCFCI実践自治体になりました！
●ユニセフCFCI（子どもにやさしいまちづくり事業）とは
ユニセフが行っている、各市町村で子どもの権利条約を
具現化（具体的な形に）しようという取組です。
●豊田市がCFCI実践自治体を目指した理由
豊田市はこどもにやさしいまちの実現に向けて取り組んできましたが、ユニセフが定める国際的な基準で、
豊田市ができていること、できていないことをチェックしてみようと考えました。
●チェックしてみてどうだったか
こどもの権利に関する法的枠組み（子ども条例の制定）やこどもの権利を保障する施策などに強みがある反
面、こどもへの影響評価やこどもに関する予算の見える化、こども報告書の発行などに取り組む必要がある
ことがわかりました。また、豊田市独自の取組として、市民団体等と連携したこどもの居場所づくりを進めて
いくことを宣言しました。

とよたこどもの権利フォーラム実行委
員会は、こどもの権利の普及や、こど
もに関する活動に関心を寄せる人々
の意見交換・学び・出会いの場を創る
活動をしています。例えば、１年に一
度とよたこどもの権利フォーラムを開催し、こどもの権利につい
て考える機会や学びの場、交流の場をつくっています。フォーラ
ムは誰でも気軽に参加できるイベントです。

この取組で見えた課題を改善し、
豊田市は「こどもにやさしいまち」の実践を進めます！

ユニセフCFCIに関する
　　　　　豊田市HP→

ちゅうぶ

じっせん じちたい

ちほう

けんり じっこういいんかい
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